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中日本高速道路株式会社 



 

事 業 報 告 

（2019年４月１日から2020年３月31日まで） 

 

１.企業集団の現況に関する事項 

（１）事業の経過及び成果 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、輸出や生産の持直しや、雇用・所得環境等の改善

による緩やかな回復傾向が続き、個人消費や民間企業設備投資等国内需要が持ち直すなど、好

循環が進展しておりました。しかしながら、2020 年２月以降、新型コロナウイルス感染拡大による消

費の落ち込みや株価の下落などが発生しており、景気動向の先行きについては厳しい状況が続く

と見込まれております。 

一方、高速道路ネットワークの早期整備や、計画的な老朽化対策の推進、災害に対する強靭

性・対応力の強化、地域振興の核となるサービスエリアの展開等、当社グループが果たすべき社

会的使命は、一層重くなっています。 

このような中、当社グループは、少子高齢化や人口減少、社会インフラの老朽化、ICT
（Information and Communication Technology：情報通信技術）の高度化等、今後の社会環境

の大きな変化を見据え、民営化 20 年に向けて進むべき方向性を示した「経営計画チャレンジ V
（ファイブ）2016-2020」の４年目を迎え、４つの経営方針「高速道路の安全性向上と機能強化の不

断の取組み」、「安全・快適を高める技術開発の推進」、「社会・経済の変化も見据えた地域活性化

への貢献」、「社会の要請に応え続けるための経営基盤の強化」に基づく取組みを着実に進めて

います。さらに、これらの経営方針を実現するため、2019 年 12 月には、高速道路の安全性、信頼

性や使いやすさを向上する具体施策を定めた「高速道路における安全・安心実施計画」を策定い

たしました。 

高速道路の安全性向上については、2012 年 12 月２日に発生した中央自動車道笹子トンネル

天井板崩落事故を受けて策定した「安全性向上３カ年計画」の成果を踏まえた「安全性向上への５

つの取組み方針」に基づき、当社グループ一体となって「安全を最優先とする企業文化の醸成」、

「道路構造物の経年劣化や潜在的リスクに対応した業務プロセスの継続的改善」、「安全活動の推

進」、「安全を支える人財の育成」、「安全性向上に向けた着実かつ効率的な事業の推進」に取り組

んでいます。 

技術開発については、高速道路の安全性向上と機能強化の取組みをさらに高度化・効率化し

ていくため、点検の高度化、老朽化した高速道路を健全にするための技術や、路上作業におけ

る安全性向上につながる技術開発及び ICT や AI（Artificial Intelligence：人工知能）の導

入にグループ一体となって取り組んでまいりました。また、車の自動運転の実現と普及に向

け、道路と車の通信により交通規制や落下物などの道路情報をより早くより正確に提供す

る新たな ITS（Intelligent Transport Systems：高度道路交通システム）の開発に官民協働

で取り組むとともに、運転制御、操作支援技術の開発や、維持管理車両の自動運転化の研究

開発を進めています。 
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地域の活性化や課題解決への貢献については、高速道路の利用増を地域の観光消費に直結

させるドライブプラン（高速道路周遊パスと観光施設の利用券などをセットにした旅行商品）の販売

などの地域観光振興、複合商業施設の運営や農地所有適格法人の設立による耕作放棄地を活

用した農業事業の展開などの地域活性化、災害時の協力体制の構築や地域見守り活動への参画

などの地域防災等に取り組んでまいりました。また、訪日外国人旅行者に安心して便利に高速道

路をご利用いただけるよう、案内表示の多言語化や、標識に路線番号を用いて案内するナンバリ

ングなどの整備を進めています。 

経営基盤の強化については、業務プロセスの見直しや業務システムの構築、改修による業務効

率化や、自律的に考え行動する人財の育成等を通して、グループ全体の生産性向上に取り組ん

でいます。 

引き続き、お客さまに安心して高速道路をご利用いただけるよう、４つの経営方針に基づく取組

みを着実に実施していくとともに、中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を決して忘れること

なく、ご遺族の皆さまや被害に遭われた皆さまに真摯に対応してまいります。 

当期における当社グループの業績は、営業収益が 1,031,407 百万円（前期比 29.1％減）、営業

利益が 14,345 百万円（前期比 4.0％減）、経常利益が 16,323 百万円（前期比 1.8％減）、親会社

株主に帰属する当期純利益が 11,167 百万円（前期比 10.6％増）となりました。 

次に、当社の個別の業績は、営業収益が 1,006,483 百万円（前期比 29.6％減）、営業利益が

9,497 百万円（前期比 3.4％増）となりました。このうち、高速道路事業営業利益は 7,994 百万円、

関連事業営業利益は 1,503 百万円となりました。また、経常利益が 11,557 百万円（前期比 3.9％

増）、当期純利益が 8,490 百万円（前期比 14.9％増）となりました。 

営業収益の減少は、前連結会計年度に新名神高速道路新四日市ジャンクション～亀山西ジャ

ンクション間の開通に伴い道路資産完成高を計上したことの反動によるものです。なお、道路整備

特別措置法（昭和 31 年法律第７号。以下「特措法」という。）第 51 条第２項から第４項までの規定

に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「高速道路機構」という。）に帰

属する道路資産は、道路資産完成原価と同額を道路資産完成高として計上するため、損益に影

響しません。 

なお、当連結会計年度における通行料金収入は 689,778 百万円（前期比 0.5％減）でした。 

 

事業別の状況は、次のとおりです。 

 

（建設事業） 

当連結会計年度においては、2019 年 12 月 14 日に東海環状自動車道大野神戸インターチェン

ジ～大垣西インターチェンジ間８㎞、2020 年３月７日に新東名高速道路伊勢原ジャンクション～伊

勢原大山インターチェンジ間２km、同年３月 20 日に東海環状自動車道関広見インターチェンジ

～山県インターチェンジ間９km を、それぞれ開通させ、2019 年 12 月 21 日には新名神高速道路

亀山西ジャンクション（名古屋・伊勢ランプウェイ）を完成させました。 

2



 

また、新東名高速道路伊勢原大山インターチェンジ～御殿場ジャンクション間、東京外かく環状

道路中央ジャンクション（仮称）～東名ジャンクション（仮称）間、名古屋第二環状自動車道名古屋

西ジャンクション～飛島ジャンクション（仮称）間、東海環状自動車道山県インターチェンジ～大野

神戸インターチェンジ間及び養老インターチェンジ～大安インターチェンジ間の新設事業並びに

新東名高速道路御殿場ジャンクション～浜松いなさジャンクション間及び新名神高速道路亀山西

ジャンクション～甲賀土山インターチェンジ間の６車線化事業について、着実に推進しました。 

お客さまの利便性の向上と地域の活性化のため、３箇所のスマートインターチェンジ（東名高速

道路日本平久能山スマートインターチェンジ（静岡市）、同駒門スマートインターチェンジ（静岡県

御殿場市）及び東海環状自動車道岐阜三輪スマートインターチェンジ（岐阜県岐阜市））を開通さ

せました。 

 

（保全・サービス事業） 

保全・サービス事業では、安全を最優先に、信頼性の高い高速道路ネットワークとお客さまに満

足いただけるサービスを 24 時間 365 日提供するため、高速道路の点検と、維持・補修・修繕を行

いました。 

道路構造物等の点検に関しては、日々の高速道路の巡回による点検を行なっているほか、橋梁

やトンネルについては、2014 年度に改正された道路法施行令を踏まえた「保全点検要領（構造物

編）」に則り、５年に１度、近接目視等による詳細点検を行っています。また、変状が確認された構

造物は、計画的に補修を進めています。 

高速道路ネットワークを健全な状態で次世代に引き継ぐため、高速道路リニューアルプロジェク

トにおいて、構造物を最新の技術で再施工又は補修・補強し、建設当初と同等以上の性能・機能

へ回復させることによって、高速道路ネットワークの機能を長く健全に保つよう取り組んでいます。 

2016 年４月に発生した熊本地震における橋梁の被災状況を踏まえ、緊急輸送道路としての機

能を速やかに回復し、お客さまに安心してご利用いただけるよう、橋梁の耐震補強を進めています。 

道路構造物の劣化に多大な影響を与え、重大な交通事故に繋がるおそれのある重量超過等の

車両制限令に違反する車両に対して、取締りを強化し、悪質な違反者に対する刑事告発、大口多

頻度割引停止措置等の強化、自動計測装置の整備による常時取締りの実施等、違反車両の撲滅

に取り組みました。 

交通事故対策として、暫定２車線区間における正面衝突事故防止のため、これまでのラバーポ

ールに代えて一部区間で設置したワイヤーロープについて、検証結果を踏まえ、土工区間への本

格整備を進めています。 

また、逆走事故ゼロを実現するため、民間から公募した技術等の現地展開を進めるとともに、交

通安全啓発にも取り組みました。 

渋滞対策として、東名高速道路大和トンネル付近、中央自動車道小仏トンネル付近及び同相模

湖バスストップ付近に、暫定２車線区間の機能強化として、東海北陸自動車道五箇山インターチェ

ンジ～小矢部砺波ジャンクション、同白川郷インターチェンジ～五箇山インターチェンジ及び東海
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環状自動車道美濃加茂インターチェンジ～土岐ジャンクションにおける付加車線の設置を着実に

推進しました。 

また、休憩施設における駐車場の混雑対策として、2019 年４月 12 日に東名高速道路豊橋パー

キングエリア（下り線）を整備するなど、駐車マスの拡充や混雑情報提供の充実にも取り組みました。 

大規模災害時の対応力強化については、国の「南海トラフ地震における具体的な応急対策活

動に関する計画」などに則り、高速道路ネットワークを活用した迅速な緊急輸送ルートを確保する

ため、参集拠点等に大規模災害時に備えた資機材の備蓄を行っています。また、防災訓練やお

客さまの安全確保を目的に避難誘導訓練を実施し、訓練により顕在化した課題への対応、関係機

関との連携強化等に努めています。 

 大雪等荒天時の通行確保として、大雪による通行止めを回避するため、除雪体制の強化、立ち

往生車両を早期に発見するための監視カメラの増設、救援車両の配備、大雪事前広報や関係機

関との連携強化に取り組みました。 

新型コロナウイルス感染症への対応として、お客さまの感染防止対策として、休憩施設等への感

染予防備品の配備を行いました。 

さらに、人口減少、社会インフラの老朽化の進行など、社会環境の劇的な変化に対応するため、

IoT やビッグデータ、人工知能（AI）等の次世代技術を活用した革新的な高速道路の保全マネジ

メント「アイムーブメント（i-MOVEMENT）」を 2019 年６月に発表しました。この i-MOVEMENT
の実現に向け、オープンイノベーションを推進する「イノベーション交流会」を設立し、３つの重点テ

ーマに沿って、道路事業者、国内メーカーなど 80 を超える企業・団体が参加して活動しています。

そのうち「移動体監視による路面状況等把握の効率化」と「変状データ分析・維持修繕計画策定の

高度化」において、それぞれ提案された技術に関する高速道路の保全マネジメントへの適用性の

実証試験を開始しました。 

 

 

（関連事業） 

関連事業では、サービスエリア事業及びその他の関連事業として地域開発事業、観光振興事

業、カードサービス事業、海外事業、技術外販事業等に取り組んでいます。 

 

＜サービスエリア事業＞ 

サービスエリア事業では、NEOPASA(ネオパーサ)、EXPASA(エクスパーサ)をはじめとするサ

ービスエリア、パーキングエリアを 181 箇所で営業しており、地域の特色を活かした店舗づくり、魅

力ある商品の販売、地元と連携した取組み等、特徴と魅力あるサービスエリアづくりを展開しました。 

東名高速道路浜名湖サービスエリアは、「EXPASA 浜名湖」として 2019 年 12 月にグランドオー

プンしました。コンビニを新設し、フードコートの座席数を大幅に増やすことで利便性を向上させる

とともに、浜名湖産うなぎを使用した鰻重や、浜松餃子など、地元の食が楽しめるメニューを充実さ

せました。 
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東名高速道路海老名サービスエリア（下り線）は、第一期リニューアルオープンとして、フードコ

ートの一部改良と併せて、商業施設を増築し、ショッピングコーナーやカフェ、スイーツコーナーを

新設しました。2020 年度には「EXPASA 海老名（下り線）」としてグランドオープンする予定です。 

また、外国からのお客さまに対するサービスの更なる充実を図るため、各種案内表示の多言語

化や海外発行カードに対応した ATM の設置等を行いました。 

このほか、商業施設において、地元農産物の販売、地域食材を使用した地産地消メニューの充

実、産学連携による新商品の開発・販売を行い、また、近隣住民の方々が一般道からサービスエリ

アを利用できる「ぷらっとパーク」を整備して地域住民参加型のイベントや発表会の場として活用し

てもらう等、地域活性化や地域社会との連携強化に取り組みました。 

  また、当社が持つサービスエリアづくりのノウハウを活かし、日本の高速道路会社として、初めて、

台湾のフォルモサ高速公路にある清水
チ ン ス イ

サービスエリアの運営に参入しました。参入にあたり、当社

の子会社である中日本エクシス株式会社は、2019 年 10 月に台湾に現地法人「艾客思國際股份
ア イ ク ー ス ー コ ク サ イ コ フ ン

有限
ユ ウ ゲ ン

公司
コ ウ シ

」を設立しています。 

 

＜その他の関連事業＞ 

地域開発事業では、東海環状自動車道土岐南多治見インターチェンジの隣接地において営業

している複合商業施設「テラスゲート土岐」で、お客さま感謝イベントやキャンペーン等を実施し誘

客に努めました。 

社宅跡地の活用では、横浜市で宅地分譲事業を行いました。また、浜松市、東京都町田市、三

重県津市及び桑名市で現在、宅地分譲事業を行っています。 

観光振興事業では、68 の観光施設及び 55 の宿泊施設と連携し、高速道路と観光施設及び宿

泊施設の利用券等をセットとしたドライブプランを販売しました。また、高速道路の建設現場や管理

施設等のインフラ施設の見学を組込んだ旅行ツアー商品を販売しました。 

カードサービス事業では、イオン NEXCO 中日本カードの会員数拡大に向けて利用促進キャン

ペーンを実施しました。 

海外事業では、当社の関連会社である日本高速道路インターナショナル株式会社（以下

「JEXWAY」という。）と共同で、アジア、欧米等の高速道路事業に係る現地調査や、事業参画に

向けた関係機関との協議を行いました。 

2017 年度に参入したベトナム国の有料道路・フーリーバイパス事業や、同国の建設会社と締結

した戦略的パートナーシップ協定を起点として、新規高速道路整備に向けた共同検討や同国への

技術移転を実施しました。また、2019 年４月 25 日にフィリピン国メトロパシフィック・トールウェイズと

の技術協力覚書の締結を行い、今後の技術協力とフィリピン国における事業展開のための情報交

換を開始しました。 

このほか、当社の海外事業のさらなる発展及びインフラシステムの海外展開の推進のため、2019

年８月に米国現地法人「NEXCO Highway Solutions of America Inc.」を、2019 年 10 月にフィ

リピン国現地法人「NEXCO-CENTRAL Philippines Inc.」をそれぞれ設立し、事業を開始しまし
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た。 

コンサルティングサービスは、2018年度に引続き、タジキスタン国やザンビア国などにおいて３件

の業務を実施するとともに、フィリピン国及びベトナム国において２件の新規業務を受注し、現地技

術者の能力向上等に貢献しました。 

また、海外からの視察団の受入れ等の積極的な国際交流を通じて、幅広い情報交換ネットワー

クの構築を進めるとともに、国が実施する海外協力事業への社員の派遣や、海外の道路関係会議

における日本の高速道路技術の紹介など、国際貢献にも努めました。 

国内の技術外販事業として、「ETC 多目的利用サービスの拡大」の実現に向けた検討を進め、

ETC 技術の活用に関し、駐車場の料金決済やカーフェリーにおける乗船手続の検証実験等を実

施しました。 

また、東海旅客鉄道株式会社と締結した協定に基づき、中央新幹線（リニア）事業に係る用地取

得の支援業務を行いました。 

このほか、当社の関連会社である中日本ファームすずなり株式会社では、耕作放棄地の増加等

の地域が抱える課題の解決及び地域活性化への貢献を目的に、浜松市内で野菜（レタス及び

枝豆等）の栽培を行いました。 

また、物流業界におけるトラックドライバーの労働環境改善を支援する取組みとして、新東名高

速道路浜松サービスエリア（下り線）の敷地内で、中継物流拠点「コネクトエリア浜松」の運営及び

利用促進活動を行いました。 

 

 

 

（２）設備投資等の状況 

当社グループの行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当

社の連結計算書類及び計算書類において「仕掛道路資産」勘定（流動資産）に計上されますが、

特措法第 51 条第 2 項から第 4 項までの規定に基づき、高速道路の工事完了時等においては高

速道路機構に帰属することとなり、それ以降は当社の資産としては計上されないこととなります。 

また、高速道路機構に帰属した道路資産は、日本道路公団等民営化関係法施行法（平成 16 年

法律第 102 号）第 14 条第 3 項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、高速道路機構が

日本道路公団から承継した道路資産と併せて、高速道路株式会社法（平成 16 年法律第 99 号）第

6 条の規定に基づく協定に基づき当社が高速道路機構から借り受けます。この高速道路機構から

当社が借り受ける道路資産は、当社の資産としては計上されません。 

当連結会計年度における設備投資総額は 34,702 百万円です。 

なお、当連結会計年度に高速道路機構に帰属した道路資産の総額は、264,038 百万円です。 

 

【高速道路事業】 

高速道路事業では、当連結会計年度に 24,190 百万円の設備投資を行いました。主要な設備投
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資は次のとおりです。 

 

・新東名高速道路伊勢原ジャンクション～伊勢原大山インターチェンジ間、東海環状自動車道

大野神戸インターチェンジ～大垣西インターチェンジ間及び関広見インターチェンジ～山県イ

ンターチェンジ間の開通に伴う料金徴収施設の新築 

・除雪車等（32 台）の購入 

 

【関連事業】 

関連事業では、サービスエリア事業において、当連結会計年度に 2,742 百万円の設備投資を行

いました。主要な設備投資は次のとおりです。 

・東名高速道路海老名サービスエリア（下り線）及び浜名湖サービスエリアのリニューアル等 
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（３）資金調達の状況 

当連結会計年度の道路建設事業資金等に充てるため、次のとおり、総額 569,603 百万円の社

債を発行するとともに、金融機関から総額 30,000 百万円の借入れを行い、総額 599,603 百万円を

調達しました。 

種 別 
発行日 

（借入日） 

発行額 

（借入額） 

社債   

中日本高速道路株式会社第２回ユーロ建て社債（５

年債） 

2019 年４月 25 日 25,237 百万円 

中日本高速道路株式会社第 78 回社債（５年債） 2019 年５月 29 日 80,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第１回人民元建て社債（５

年債） 

2019 年８月５日 3,144 百万円 

NEXCO 中日本第１回米ドル建て短期社債（１年債） 2019 年８月 13 日 10,863 百万円 

NEXCO 中日本第１回ユーロ建て短期社債（１年債） 2019 年８月 13 日 35,583 百万円 

中日本高速道路株式会社第１回ニュージーランドド

ル建て社債（５年債） 

2019 年８月 15 日 3,578 百万円 

中日本高速道路株式会社第 13回米ドル建て社債（５

年債） 

2019 年８月 15 日 5,456 百万円 

中日本高速道路株式会社第 79 回社債（５年債） 2019 年８月 19 日 88,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第４回豪ドル建て社債（５

年債） 

2019 年９月 26 日 25,833 百万円 

NEXCO 中日本第２回ユーロ建て短期社債（１年債） 2019 年 10 月 29 日 35,853 百万円 

中日本高速道路株式会社第 14 回米ドル建て社債

（５年債） 

2019 年 10 月 30 日 10,870 百万円 

中日本高速道路株式会社第 80 回社債（５年債） 2019 年 10 月 30 日 55,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第 81 回社債（５年債） 2020 年１月 28 日 100,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第 82 回社債（３年債） 2020 年３月 18 日 80,000 百万円 

NEXCO 中日本第２回米ドル建て短期社債（１年債） 2020 年３月 24 日 10,185 百万円 

社債   計  569,603 百万円 

長期借入金   

長期借入金（4 年） 

 株式会社三菱 UFJ 銀行他 

2020 年３月 30 日 30,000 百万円 

長期借入金 計  30,000 百万円 

合計  599,603 百万円 

（注） １．高速道路機構から2,148百万円の無利子借入れを行いました。 

２．発行額は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 
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（４）対処すべき課題 

 当社グループは、民営化 10 年の節目と「安全性向上３カ年計画」の完了を機に、少子高齢化や

人口減少、社会インフラの老朽化、ICT の高度化等、今後の社会環境の大きな変化を見据え、次

の 10 年、民営化 20 年に向けて、当社グループが進むべき方向性を社内外に明確に示した「経営

計画チャレンジ V(ファイブ) 2016-2020」の４年目となる 2019 年度も、着実に業務に取り組んでまい

りました。現経営計画の最終年度である 2020 年度目標の達成に向け、残された期間における課題

に対応するため、引き続き次の４点を経営方針としたうえで、更なる高みをめざして挑戦し続けてい

きます。なお、新型コロナウイルス感染拡大が当社の経営にもたらす影響は非常に大きいものと考

えられるため、引き続き状況を注視し、必要な対策を行っていきます。 

 

Ⅰ 高速道路の安全性向上と機能強化の不断の取組み 

お客さまに安全な高速道路を提供し続けることこそ、最大の使命であるとの強い決意のもと、次

の「５つの取組み方針」に基づき、安全性向上の取組みを持続的に進めます。 

・ 安全を最優先とする企業文化の醸成 

・ 道路構造物の経年劣化や潜在的リスクに対応した業務プロセスの継続的改善 

・ 安全活動の推進 

・ 安全を支える人財の育成 

・ 安全性向上に向けた着実かつ効率的な事業の推進 

加えて、高速道路ネットワークの整備、老朽化が進む高速道路のリニューアルプロジェクト、熊本

地震における橋梁の被災状況を踏まえた耐震補強対策、逆走防止対策や暫定２車線区間の正面

衝突防止対策の実施等により、お客さまが安心して高速道路をご利用いただくための安全性向上

と機能強化の取組みを一体的かつ計画的に推進します。 

 

Ⅱ 安全・快適を高める技術開発の推進 

技術戦略のもと、安全を最優先に、技術者の不足、道路構造物の老朽化等の課題や自動運転

技術等の新たな技術革新に的確に対応し、安心・快適な道路空間の創造、地域の活性化と暮らし

の向上、世界の持続可能な発展に貢献する新たな技術や工法の研究開発を推進します。 

具体的には、点検困難箇所の点検手法や点検・診断を補完する技術、ライフサイクルコストの低

減、品質確保、工程短縮等につながる高速道路リニューアルプロジェクトに資する技術を構築しま

す。また、交通安全対策の推進、交通渋滞の緩和のため、ICT を活用するとともに、車の自動運転

を支援する道路インフラ技術を構築します。 

 

Ⅲ 社会・経済の変化も見据えた地域活性化への貢献 

高速道路ネットワークの機能をより高めていくことで地域間の交流や連携を促進し、多様性を活

かした魅力ある地域づくりに地域の皆さまとともに取り組むことで、地域が抱える課題の解決と地域

活性化に貢献していきます。 
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また、オリンピック・パラリンピック東京大会の開催に向け、高速道路上の案内表示の多言語化

や高速道路ナンバリングによる道案内の推進等、訪日外国人旅行者の受入環境の整備を推進し

ます。 

 

Ⅳ 社会の要請に応え続けるための経営基盤の強化 

当社グループは、安全を最優先に、強い現場力と高いコンプライアンス意識、当事者意識を有

する人財の育成を通じて、社会の信頼に応え続ける使命感と重要な社会インフラを担う矜持を醸

成します。 

また、事業を通じた質の高いサービスの提供により、ステークホルダーの皆さまのご期待に応え

続けるために、生産性向上の取組みを展開し、グループの全体最適化を具体化します。 
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（５）財産及び損益の状況の推移 

①当社グループ（企業集団）の財産及び損益の状況 

 2016 年度 

第 12 期 

 

2017 年度 

第 13 期 

 

2018 年度 

第 14 期 

 

2019 年度 

第 15 期 

（当連結会計年度） 

営業収益 907,595 百万円 972,076 百万円 1,455,242 百万円 1,031,407 百万円 

経常利益 7,849 百万円 8,593 百万円 16,621 百万円 16,323 百万円 

親会社株主に帰

属 する当期 純利

益 

11,224 百万円 19,813 百万円 10,102 百万円 11,167 百万円 

1 株当たり当期純

利益 

86 円 34 銭 152 円 41 銭 77 円 70 銭 85 円 90 銭 

総資産 1,418,351 百万円 1,532,372 百万円 1,337,198 百万円 1,633,772 百万円 

（注） 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）

等を 2018 年度（第 14 期）の期首から適用しており、2017 年度（第 13 期）に係る財産及び

損益の状況の推移については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標となっておりま

す。 

 

②当社の財産及び損益の状況 

 2016 年度 

第 12 期 

 

2017 年度 

第 13 期 

 

2018 年度 

第 14 期 

 

2019 年度 

第 15 期 

（当事業年度） 

営業収益 883,915 百万円 948,733 百万円 1,430,266 百万円 1,006,483 百万円 

経常利益 1,865 百万円 7,056 百万円 11,124 百万円 11,557 百万円 

当期純利益 7,670 百万円 21,018 百万円 7,392 百万円 8,490 百万円 

1 株当たり当期純

利益 

59 円 00 銭 161 円 67 銭 56 円 86 銭 65 円 31 銭 

総資産 1,391,462 百万円 1,506,396 百万円 1,308,075 百万円 1,600,395 百万円 

（注） 「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則』の一部改正」（国土交通

省令第 6 号 令和元年 5 月 22 日）を 2018 年度（第 14 期）の期首から適用しており、2017

年度（第 13 期）に係る財産及び損益の状況の推移については、当該会計規則を遡って適

用した後の指標となっております。 

   

  

期別 

区分 

期別 

区分 
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（６）重要な子会社等の状況（2020年３月31日現在） 

 

１）重要な子会社の状況 

番号 名称 資本金 
議決権 

比率 
主要な事業内容 

① 中日本エクシス株式会社 45 百万円 100％ サービスエリア・パーキングエリア

内商業施設の管理・運営業務 

② 中日本エクストール横浜株式会社 100 百万円 100％ 高速道路の料金収受業務 

③ 中日本エクストール名古屋株式会

社 

100 百万円 100％ 
高速道路の料金収受業務 

④ 中日本ハイウェイ・パトロール東京 

株式会社 

50 百万円 100％ 高速道路の交通管理業務 

⑤ 中日本ハイウェイ・パトロール名古

屋株式会社 

50 百万円 100％ 高速道路の交通管理業務 

⑥ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング

東京株式会社 

90 百万円 100％ 

 

高速道路の保全点検業務 

⑦ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング

名古屋株式会社 

90 百万円 100％ 高速道路の保全点検業務 

⑧ 中日本ハイウェイ・メンテナンス東

名株式会社 

30 百万円 100％ 

 

高速道路の維持修繕業務 

⑨ 中日本ハイウェイ・メンテナンス中

央株式会社 

50 百万円 100％ 高速道路の維持修繕業務 

⑩ 中日本ハイウェイ・メンテナンス名

古屋株式会社 

45 百万円 100％ 高速道路の維持修繕業務 

⑪ 中日本ハイウェイ・メンテナンス北

陸株式会社 

50 百万円 100％ 高速道路の維持修繕業務 

⑫ NEXCO 中日本サービス株式会社 75 百万円 100％ サービスエリア・コンシェルジュ業

務、人材サービス、不動産事業等 

⑬ 中日本高速技術マーケティング株

式会社 

30 百万円 100％ 

 

商品販売・開発及びコンサルティン

グ業務 

⑭ 合同会社 NEXCO 中日本インベス

トメント 

10 百万円 100％ 

 

不動産事業、国内外のインフラ事

業等の投資事業 

⑮ NEXCO Highway Solutions of 
America Inc. 

1,800 千 

米ドル 

100％ 高速道路の調査、コンサルティング

業務及び技術外販事業 

⑯ NEXCO-CENTRAL Philippines 
Inc. 

50 百万 

フィリピンペソ 

100％ コンサルティング業務等 
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⑰ 中日本ハイウェイ・リテール横浜株

式会社 

35 百万円 100％ 

（100％） 

パーキングエリアの売店運営業務 

⑱ 中日本ハイウェイ・リテール名古屋

株式会社 

20 百万円 100％ 

（100％） 

パーキングエリアの売店運営業務 

⑲ 中日本ハイウェイ・アドバンス株式

会社 

30 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の自動販売機事業、飲

食事業等 

⑳ 艾客思國際股份有限公司 15 百万 

台湾ドル 

100％ 

（100％） 

高速道路商業施設等の開発、管

理及び運営 

㉑ 中日本ロード・メンテナンス東京株

式会社 

62 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持修繕業務 

㉒ 中日本ロード・メンテナンス東海株

式会社 

30 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持修繕業務 

㉓ 中日本ロード・メンテナンス中部株

式会社 

45 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持修繕業務 

㉔ 中日本ロード・メンテナンス金沢株

式会社 

75 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持修繕業務 

㉕ 中日本高速オートサービス株式会

社 

20 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持管理車両の車両

管理業務 

㉖ NEXCO 中日本開発株式会社 90 百万円 100％ 

（100％） 

商業施設等の開発、管理及び運

営業務 

㉗ 箱根ターンパイク株式会社 37 百万円 100％ 

（100％） 

自動車道事業の経営、管理及び

運営業務 

（注）１. 議決権比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 

２. 議決権比率の（ ）内は間接所有割合で内数です。 

  

13



 

２）重要な関連会社の状況 

番号 名称 資本金 議決権 

比率 

主要な事業内容 

① 北陸高速道路ターミナル株式会社 100 百万円 27.6％ 

（3.2％） 

トラックターミナルの管理、運営業

務 

② 中日本ファームすずなり株式会社 35 百万円 39.0% 農産物の生産・加工・販売等 

③ 株式会社 NEXCO システムズ 50 百万円 33.3％ 料金、経理、人事、給与等基幹シ

ステムの運用管理業務 

④ 株式会社高速道路総合技術研究

所 

45 百万円 33.3％ 高速道路技術に関する調査、研究

及び開発業務 

⑤ 株式会社 NEXCO 保険サービス 15 百万円 33.3％ 損害保険代理業、生命保険募集

業等 

⑥ ハイウェイ・トール・システム株式会

社 

75 百万円 30.0％ 

［9.7％］ 

料金収受機械保守業務 

⑦ 日本高速道路インターナショナル

株式会社 

49 百万円 28.6％ 海外の高速道路の新設、改築、維

持、修繕、管理に関する業務 

⑧ 中日本施設管理株式会社 30 百万円 20.0％ 

（20.0％） 

高速道路の付帯設備に関する保

全点検業務 

⑨ 株式会社デーロス・ジャパン 99 百万円 30.3％ 

（30.3％） 

道路構造物の調査・診断及び補

修・補強事業 

（注）１. 資本金及び議決権比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 

２. 議決権比率の（ ）内は間接所有割合で内数であり、議決権比率の[ ]内は緊密な者又

は同意している者の所有割合で外数です。 

 

（７）主要な事業内容 

当社グループは、１都11県の高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理及びこれらに関

連する事業を行っています。 

 

 

【高速道路事業】 

新東名高速道路をはじめとする５道路132kmの建設を行う建設事業、東名高速道路をはじめと

する営業中の23道路2,132kmの改築、維持、修繕その他の管理並びに東名高速道路をはじめと

する計11道路302ｋｍの大規模更新及び大規模修繕を行う保全・サービス事業を行っています。 
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【関連事業】 

サービスエリア事業及びその他の関連事業として地域開発事業、観光振興事業、カードサービ

ス事業、海外事業、技術外販事業等を行っています。 

 

（８）主要な営業所（2020年３月31日現在） 

① 当社の主要な事業所 

本社 （名古屋市） 

支社等 

東京支社（東京都港区）          名古屋支社（名古屋市）  

八王子支社（東京都八王子市）      金沢支社（石川県金沢市） 

工事事務所９箇所、保全・サービスセンター24箇所 

ベトナム事務所 

 

② 重要な子会社の本店所在地 

中日本エクシス株式会社（名古屋市） 

中日本エクストール横浜株式会社（横浜市） 

中日本エクストール名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社（東京都新宿区） 

中日本ハイウェイ・パトロール名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社（東京都新宿区） 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社（横浜市） 

中日本ハイウェイ・メンテナンス中央株式会社（東京都八王子市） 

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会社（石川県金沢市） 

ＮＥＸＣＯ中日本サービス株式会社（名古屋市） 

中日本高速技術マーケティング株式会社（名古屋市） 

合同会社NEXCO中日本インベストメント（名古屋市） 

NEXCO Highway Solutions of America Inc.（米国テキサス州） 
NEXCO-CENTRAL Philippines Inc.（フィリピン国マカティ市） 

中日本ハイウェイ・リテール横浜株式会社（横浜市） 

中日本ハイウェイ・リテール名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社（横浜市） 

艾客思國際股份有限公司（台湾台北市） 

中日本ロード・メンテナンス東京株式会社（東京都町田市） 

中日本ロード・メンテナンス東海株式会社（名古屋市） 
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中日本ロード・メンテナンス中部株式会社（名古屋市） 

中日本ロード・メンテナンス金沢株式会社（石川県金沢市） 

中日本高速オートサービス株式会社（愛知県稲沢市） 

NEXCO中日本開発株式会社（名古屋市） 

箱根ターンパイク株式会社（神奈川県小田原市） 

 

（９）従業員の状況（2020 年３月 31 日現在） 

① 当社グループ（企業集団）の使用人の状況 

  事業の種類別 従業員数 

高速道路事業 

サービスエリア事業 

その他（関連）事業 

全社（共通） 

9,754（1,667）名 

   525（1,020）名 

  123（  73）名 

    358（   -）名 

合 計 10,760(2,760）名 

（注） 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外

から当社グループへの出向者を含みます。）であり、臨時従業員数は、当事業年度の平

均人員を（ ）内に外数で記載しています。 

 

② 当社の使用人の状況 

従業員数 平均年令 平均勤続年数 

2,189 名 41.4 歳 17.9 年 

（注）１. 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者

を含みます。）であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を

省略しています。 

２. 平均勤続年数は、日本道路公団における勤続年数を通算した年数を示しています。 
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（10）主要な借入先及び借入額（2020年３月31日現在） 

借 入 先 借入金残高 

株式会社三菱 UFJ 銀行 17,420 百万円 

株式会社みずほ銀行 16,555 百万円 

株式会社三井住友銀行 16,010 百万円 

信金中央金庫 11,220 百万円 

農林中央金庫 11,220 百万円 

（注） 借入金残高は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 

 

 

２.会社の株式に関する事項 

（１）株式の状況（2020年３月31日現在） 

①発行可能株式総数   520,000,000 株 

②発行済株式の総数   130,000,000 株 

③株主数      １名 

④大株主の状況 

株主名 
当社への出資状況 

持株数 議決権比率 

財務大臣 130,000,000 株 100.00％ 

 

 

３.会社の新株予約権等に関する事項 

 

特に記載すべき事項はありません。 
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４.会社役員に関する事項 

（１）取締役及び監査役の氏名等 （2020 年３月 31 日現在） 

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

茶 村 俊 一 取締役会長 J.フロントリテイリング株式会社 

相談役 

中部日本放送株式会社 社外

取締役 

株式会社中京銀行 社外監査

役 

宮 池 克 人 代表取締役社長 

兼最高経営責任者（CEO）兼グループ CEO 

兼最高執行責任者(COO)兼グループ COO 

監査部担当 

中部電力株式会社 特別嘱託 

 

増 田 優 一 代表取締役 

副社長執行役員 総務本部長 

兼倫理・法令遵守担当（CCO） 

兼グループ CCO 

 

藤 井 元 生 取締役 

常務執行役員 技術・建設本部長 

 

源 島 良 一 取締役 

常務執行役員 保全企画本部長 

 

布 目 弘 司 取締役 

常務執行役員 関連事業本部長 

 

近 藤 清 久 取締役 

常務執行役員 経営企画本部長 

兼情報セキュリティ統括担当（CISO） 

兼グループ CISO 

 

小 山  徹 常勤監査役  

寺 田 雅 史 常勤監査役  

白 石 真 澄 監査役 関西大学政策創造学部 教授 

旭化成株式会社 社外取締役 

新関西国際空港株式会社 社

外監査役 

菱洋エレクトロ株式会社 社外

取締役 

山 口 千 秋 監査役 イビデン株式会社 社外取締役 
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 (注） １. 取締役茶村俊一氏は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第２条第 15 号に定める社外取

締役です。 

２. 常勤監査役寺田雅史氏、監査役白石真澄氏及び監査役山口千秋氏は、会社法第２条

第 16 号に定める社外監査役です。 

３.  2019 年６月 24 日の第 14 回定時株主総会の終結の時をもって、取締役奥脇郁夫氏

は、辞任により退任しました。 

 

（２）当事業年度に係る取締役及び監査役に支払った報酬等の総額  

区分 取締役 監査役 計 

支給 

人員 

支給額 支給 

人員 

支給額 支給 

人員 

支給額 

定款又は株主総会

決議に基づく報酬 

７名 

 

116,124,000 円 

 

４名  

 

43,872,000 円 11 名 

 

159,996,000 円 

 

（注） １． 創立総会決議による報酬限度額は次のとおりです。 

取締役 年額 200 百万円以内 （2005 年９月 28 日創立総会決議） 

監査役 年額  70 百万円以内 （2005 年９月 28 日創立総会決議） 

２. 上記支給額のほか、役員退職慰労金として、2,872,164 円を支給しております。 

３. 上記支給額のほか、当事業年度に係る役員退職慰労引当金 12,692,649 円（取締役６

名 9,112,689 円、監査役４名 3,579,960 円）を計上しています。 

４. 取締役の報酬支給人員には、当期中に退任した取締役１名が含まれています。 
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（３）社外役員に関する事項 

①各社外役員の主な活動状況 

区分 氏名 主な活動状況 

社外取締役 茶 村 俊 一 当事業年度に開催の取締役会 15 回の全てに出席し、必

要に応じ、経営全般について発言を行っています。 

社外監査役 寺 田 雅 史 当事業年度に開催の取締役会15回の全てに、また、監査

役会 14 回の全てに出席し、必要に応じ、経営全般につい

て発言を行っています。 

社外監査役 白 石 真 澄 当事業年度に開催の取締役会 15 回のうち 13 回に、また、

監査役会 14 回のうち 12 回に出席し、必要に応じ、経営全

般について発言を行っています。 

社外監査役 山 口 千 秋 当事業年度に開催の取締役会15回の全てに、また、監査

役会 14 回の全てに出席し、必要に応じ、経営全般につい

て発言を行っています。 

 

 

②社外役員の報酬等の総額 

 

区分 

取締役 監査役 計 

支給 

人員 

支給額 支給 

人員 

支給額 支給 

人員 

支給額 

定款又は株主総会決議

に基づく報酬 

－名 －円  ３名  

 

26,736,000 円  ３名 

 

26,736,000 円 

（注） 上記支給額のほか、当事業年度に係る役員退職慰労引当金 2,181,660 円を計上してい

ます。 

 

 

（４）責任限定契約の内容の概要 

区分 氏名 概要 

取締役 茶 村 俊 一 当社と会社法第427条第１項の規定に基づく責任限定契約

を締結しており、当該契約に定める損害賠償限度額は、会

社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として

います。 

 

監査役 小 山 徹 

監査役 寺 田 雅 史 

監査役 白 石 真 澄 

監査役 山 口 千 秋 
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５.会計監査人に関する事項 

（１） 会計監査人の名称 

EY 新日本有限責任監査法人  
  

 

（２） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

（注）１．監査役会は、総務本部経理部及び会計監査人からの報告内容等を基に、会計監査

人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬の見積りの

算出根拠等について検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第 399 条第

２項の同意を致しました。 

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法(昭和 23 年法律第 25 号)に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的

に区分できないため、報酬等の額には金融商品取引法に基づく監査の報酬の額を含

めています。 

３．当社は、会計監査人に対し、公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第２条第１項の

業務以外の業務である、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等についての対

価を支払っています。 

 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場

合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会社法等の法令違反のほか、

会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等から適正な監査の遂行に支障をきたす事

由が生じたと認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会付議議案の

内容を決定し、これを株主総会に提出いたします。 

 

 

６.業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

（１）業務の適正を確保するための体制 

当社が「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」として取締役会で決議した事項

は、次のとおりです。 

  

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役をはじめ、すべての役員及び社員一人ひとりが高い理念と規範に基づき行動するこ

①報酬等の額 70,500 千円 

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益 

の合計額 

137,894 千円 

21



 

とを認識し、さまざまな局面で実践すべき指針として「中日本高速道路グループ倫理行動規

範」を定めるとともに、倫理・法令遵守担当役員（CCO）を置き、当社のコンプライアンス推進を

統括します。 

また、外部有識者を主体とする人事・倫理委員会を設置し、高度な倫理観確立のための体

制・制度の整備や当社に重大な影響を及ぼすおそれのあるコンプライアンス上の問題につい

て審議します。 

取締役会規程に基づき、取締役会を定期に開催し、重要な事項について決定するとともに、

取締役は、定期的に業務執行状況の報告を行います。 

入札契約手続きについては、その透明性・公正性を高めるために、道路工事等の入札契

約機関である支社毎に、外部有識者からなる入札監視委員会を設置します。 

 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、文書の管理に関する規則を制定の上、文書又

は電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記録し、保存します。株主総会議事録及び取締役

会議事録については、総務部において永年保存することとし、その他の取締役の職務執行に

係る文書等についても、同規則に基づいて適正に保存・管理します。 

 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

安全を最優先に、安心・快適な高速道路の提供を使命とする道路事業者として、災害・事

故をはじめ、国民的被害のおそれのある重大事象などのクライシス・リスクに対する危機管理

体制を強化するため、危機管理を専門的に統括する職を置き、有事の際の迅速かつ的確な

対処を行うための体制・要領等を整備するとともに、高速道路の安全性を向上させるため、本

社に社内の安全を横断的に担当する組織を設置し、安全性向上に資する計画の策定、実行、

評価及び改善のサイクルを着実に実行する体制を整備します。 

また、環境、コンプライアンス、情報セキュリティ、財務等に係るその他のリスクについても、

全執行役員を委員とするリスクマネジメント委員会及び組織単位のリスクマネジメント部会を設

置し、リスクを組織的に管理し、損失などの回避または低減を図る体制を整備します。なお、

情報セキュリティについては、「NEXCO 中日本 CSIRT（Computer Security Incident 
Response Team）」体制を確立するとともに、情報セキュリティ統括担当役員（CISO）を設置し、

情報管理体制を強化しています。 

 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会を定期に開催し、重要な事項について決定するとともに、取締役の職務執行状況

を監督します。併せて、執行役員制の導入により、意思決定・監督機能と執行機能を分離し、

取締役のチェック機能を強化します。 

また、取締役会の機能強化と経営効率の向上のため、執行役員等をメンバーとする経営会
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議を定期に開催して重要な事項について審議するとともに、職務の執行に関する権限と責任

を明確にするための規程を制定します。 

高速道路事業については、現場が当事者意識を持って自律的な事業執行を行うことを目

的に、事業執行の主体である支社と、それを支援する本社の所掌事務を明確に区分し、適確

な業務の執行の体制を整備します。 

また、グループ全体で企業ビジョンや経営方針などを共有するため、中期経営計画を策定

し、社会・経済情勢等に応じ、臨機に見直しを行うとともに、経営管理システムを用いて業績

管理を行います。 

 

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

使用人が法令、定款及び社会規範を遵守するために、倫理行動規範をはじめとするコンプ

ライアンスに関する規程等を制定します。併せて、コンプライアンスの徹底・知識向上を図るた

め、各部門が進めるコンプライアンスの取組みに対して、総務部が組織横断的に統括し、社

内研修等の実施により、継続的な啓発・支援等を行います。 

また、コンプライアンスに関する通報・相談を通じて法令や社内規程等の遵守、不祥事の未

然防止などを図るため、社内相談窓口として「コンプラホットライン」、社外相談窓口として「コン

プラ弁護士ホットライン」を設置し、安心して相談ができる環境を整えます。 

 

⑥当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、グループとしての企業価値の最大化を図る観点から、グループ経営の基本方針を

示すとともに、各子会社の自主性を尊重しつつ、経営管理・業績評価を実施します。 

当社グループ全体の執行方針の討議・共有のため、取締役、執行役員、子会社の社長等

をメンバーとするグループ全体会議を定期に開催します。各子会社は、全体会議の開催に先

立ち、業務の執行状況等について当社に報告します。 

当社は、グループ会社管理規程に基づき、子会社の自律的な経営を促しつつ子会社の経

営上重要な事項については、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、リスクマ

ネジメント規程に基づくリスクマネジメントシステムの運用などにより、グループ全体のガバナン

スを強化します。 

各子会社は、職務の執行に関する権限と責任を明確にするための規程を制定することなど

により、それぞれ職務を効率的に執行します。 

また、子会社においても「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を適用するとともに、各

子会社に倫理・法令遵守担当役員（CCO）を設置し、NEXCO 中日本グループ CCO 会議を

開催するなど、グループ一体となったコンプライアンスを推進します。 

さらに、各子会社においても、コンプライアンスに関する社内相談窓口を設置するとともに、

当社が設置する「コンプラ弁護士ホットライン」を利用できるようにし、安心して相談ができる環

境を整えます。 
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監査部は、当社及び当社グループにおけるこれらの取組み状況を監査し、定期的に経営

会議に報告します。 

 

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する

指示の実効性の確保に関する事項 

監査業務を補助するため、監査役室を設置し、法律知識、税務・会計知識、技術関連知識

を有する専任のスタッフを必要数配置します。 

また、監査を適正に行う上で法律、会計又は技術に関する高度な知識・能力等を特に必要

とする場合にあっては、弁護士、公認会計士等の専門家を活用できるものとします。 

監査役スタッフは、特段の理由がない限り監査役直属であり、監査役の指揮命令に服する

ものとします。また、その人事異動、人事評価、懲戒処分に関しては、常勤監査役の同意を必

要とするものとします。 

 

⑧取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに子会社の取締役、監査役及び使

用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制 

取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼ

す事項、重要な施策の決定、取締役及び使用人の不祥事、重大な訴訟の提起、内部監査の

実施状況並びに「コンプラホットライン」及び「コンプラ弁護士ホットライン」の運営状況等につ

いて、定期又は臨時に監査役へ報告します。 

子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及び当

社グループに重大な影響を及ぼす事項、取締役及び使用人の不祥事、重大な訴訟の提起、

コンプライアンスに関する相談窓口の運営状況等について、定期又は臨時に監査役へ報告

します。 

また、監査役が、当社及び当社グループの重要会議に適宜出席できるようにするとともに、

重要な決裁・報告等の重要書類を随時閲覧できるようにします。 

 

⑨監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

当社及び各子会社は、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由

として不利益な取扱いをしません。 

そして、上司又はコンプライアンスに関する相談窓口に通報・相談を行った者がそのことを

理由として不利益を受けることはない旨を規程に定めることなどにより、実効性を確保します。 

 

⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 
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当社は、監査役の職務の執行上必要な費用について、監査役会があらかじめ予算を計上

できるようにするとともに、緊急に支出を要した費用については、事後、会社に求償することが

できるようにします。 

 

⑪その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役と代表取締役その他の取締役との間で、定期に意見交換を行います。特に、監査

役の選任について、監査役会の有する提案権や同意権を尊重し、監査役と代表取締役との

間で意見交換できる体制を整えます。 

また、監査役と監査部及び会計監査人並びに子会社の監査役が緊密な連携を図れるよう

定期に意見交換を行います。 

 

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は以下のとおりです。 

なお、本方針に基づく適正な業務執行体制が確保されているか確認を行うため、毎年定期的に

取締役会に業務の実施状況を報告しています。 

 

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」その他コンプライアンスに関する規程類は、取締

役をはじめ、すべての役員及び社員が常時閲覧可能となっています。また、NEXCO 中日本

グループCCO会議を開催し、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っています。 

・人事・倫理委員会を開催し、高度な倫理観確立のための体制・制度の整備等について審議

しています。 

・取締役会を定期に開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると

ともに、会社経営に重大な影響を及ぼす事案等について、テーマごとに業務の執行状況を報

告しています。 

・入札監視委員会を開催し、契約手続の透明性・公正性の向上に努めています。 

・「中日本高速道路株式会社発注者綱紀保持細則」を制定し、契約手続の適正化に努めて

います。 

・「風通しの良い職場づくり（スマイル・コンプライアンス）行動計画」を策定し、会社のコンプラ

イアンスの強化に努めています。 

 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・取締役会の議事録等取締役の職務執行に係る文書等は、「中日本高速道路株式会社文書

管理規則」に基づき適正に保存及び管理をしています。 

 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
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・「中日本高速道路株式会社リスクマネジメント規程」に基づきリスクマネジメント委員会を開催

し、経営施策とそれらに紐付くリスクの一元的なモニタリングを行っています。 

・「中日本高速道路株式会社防災業務要領」や「中日本高速道路株式会社業務継続計画

（BCP）」の適時適切な見直し等により、道路事業リスクに関する危機管理体制を強化してい

ます。また、「安全性向上への５つの取組み方針」に基づく施策の実施にあたり、総合安全推

進部を事務局とする安全性向上有識者会議を開催し、安全性向上に対する専門知識や実務

経験が豊富な外部有識者の意見を求め、当該施策を着実に推進させるととともに、経営陣に

よる安全に関するメッセージの発信、各職場における安全討議の実施等により、安全を最優

先とする企業文化の構築を図っています。 

   ・メールシステム等の各種システムについては災害耐性の強化のため、クラウドサービスへの

移行を進めています。 

 ・情報セキュリティ対策規程に基づき、「NEXCO 中日本 CSIRT 体制」を確立しています。 

 ・外部からの脅威に対応するため、監視体制等を強化しています。また国・関係機関などと連

携し、サイバーテロ対策に取り組んでいます。 

 

 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・取締役会及び経営会議を定期に開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事

項を決定するとともに、会社経営に重大な影響を及ぼす事案等について、テーマごとに業務

の執行状況を報告しています。 

・「中日本高速道路株式会社職務権限・責任規程」を制定し、職務の執行に関する権限と責

任を明確にしています。 

・「中日本高速道路株式会社組織規程」を制定し、本社及び支社の所掌事務を明確に区分し、

的確な業務の執行の体制を整備しています。 

・グループ全体の経営方針の討議・共有の場として当社及びグループ会社においてグループ

戦略会議を開催し、その成果を経営計画等に反映させています。また、「グループ会社業績

評価実施要領」を制定し、業績評価の実施に関して必要な事項を定めています。 

 

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」その他コンプライアンスに関する規程類は、取締

役をはじめ、すべての役員及び社員が常時閲覧可能となっています。また、コンプライアンス

の徹底・知識向上を図るため、社内研修等を実施しています。 

・「コンプラホットライン」や「コンプラ弁護士ホットライン」を設置し、安心して相談ができる環境

を整えています。 

・「中日本高速道路株式会社発注者綱紀保持細則」を制定し、契約手続の適正化に努めて

います。 

26



 

・「風通しの良い職場づくり（スマイル・コンプライアンス）行動計画」を策定し、会社のコンプラ

イアンスの強化に努めています。 

 

⑥当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・グループ全体の経営方針の討議・共有の場として当社及びグループ会社においてグループ

戦略会議を開催し、その成果を経営計画等に反映させています。 

・「グループ会社業績評価実施要領」を制定し、業績評価の実施に関して必要な事項を定め

ています。 

・「中日本高速道路株式会社グループ会社管理規程」に基づき、子会社の自律的な経営を促

しつつ、子会社の経営上重要な事項については当社の事前承認又は当社への報告を求め

ることにより、グループ全体のガバナンスを強化しています。 

・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を子会社にも適用し、また、NEXCO 中日本グル

ープ CCO 会議を開催し、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っています。 

・監査部は、当社及びグループ会社の監査結果を経営会議に報告しています。 

・「NEXCO 中日本 CSIRT 体制」をグループ一体で確立し、グループ全体のセキュリティを強

化しています。 

・「情報セキュリティ事故等対応マニュアル」を作成し、情報セキュリティ事故等の対応手順を

グループ全体で共有・運用しています。 

 

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する

指示の実効性の確保に関する事項 

・専任の監査役スタッフを配置し、監査役の業務をサポートしています。また、弁護士等の専

門家を活用し、監査を適正に行うことに努めています。 

・監査役スタッフの人事異動、人事評価及び懲戒処分に関しては、常勤監査役の同意を要件

とし、独立性を確保しています。 

 

⑧取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに子会社の取締役、監査役及び使

用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制 

・当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「コンプラホットライン」及

び「コンプラ弁護士ホットライン」の運営状況等について、監査役に定期又は随時報告してい

ます。 

・取締役会、経営会議、グループ戦略会議等の当社及び当社グループの重要会議に監査役

が出席することを関係規程類に定めるなどしています。 

・「中日本高速道路株式会社文書管理規則」に基づき、監査役が重要書類を閲覧できるよう

にしています。 
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⑨監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

・当社及び各子会社は、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由

として不利益な取扱いをしていません。 

・上司又はコンプライアンスに関する相談窓口に通報・相談を行ったことを理由として不利益

な取扱いを受けることはない旨をグループ各社の倫理行動規準に規定し、不利益な取扱いを

していません。 

 

⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

・監査役の職務の執行上必要な費用を監査役会があらかじめ予算計上できるようにするととも

に、緊急に支出を要した費用については、事後、会社に求償できるようにしています。 

 

⑪その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役と取締役、監査部及び会計監査人との定期的な意見交換を行っています。また、グ

ループ監査役連絡会を開催し、監査役と子会社の監査役との意見交換を行っています。 

 

  

７.株式会社の支配に関する基本方針 

 

特に記載すべき事項はありません。 

 

 

８.その他株式会社の状況に関する重要な事項 

   

特に記載すべき事項はありません。 

 

 

 

 

 

（注）  本事業報告に記載の金額及び比率については、特段の記載がない限り、金額は、

表示単位未満の端数を切り捨て、比率は表示単位未満の端数を四捨五入して、そ

れぞれ記載しています。 
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監 査 報 告 書 

 

 

当監査役会は、２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第１５期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（１）監査役会は、監査方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、職務の分担等に

従い、取締役、執行役員、内部監査部門その他の使用人と意思疎通を図り、情報の収集及

び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所等において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社に

ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第100条第 1項及び第 3項に定める体制の

整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制

システム）について、取締役、執行役員及び使用人からその構築及び運用の状況につい

て報告を受けました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを立会い等を通

じて確認するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月

28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求

めました。 

 

 

 

 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。 
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監査役会監査報告書　　謄本



 
２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘

すべき事項は認められません。 

なお、新型コロナウイルス対策について、感染防止に向けた取組を適切に実施してい

ることを確認しました。 
 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

（３）連結計算書類の監査結果 

   会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

 

 

 

２０２０年 ６月 ８日 

中日本高速道路株式会社 監査役会 

 

 

常勤監査役          小 山  徹     印 

 

 

常勤監査役（社外監査役）   寺 田  雅 史   印 

 

 

社外監査役           白 石  真 澄   印 

 

 

社外監査役           山 口  千 秋   印 
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中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 

第 １ ５ 回 定 時 株 主 総 会 
 

 

 

 

（決議事項） 

 

第１号議案 剰余金の処分の件            Ｐ１ 

 

第２号議案 取締役７名の選任の件          Ｐ２ 

 

 



 
 

第１号議案  剰余金の処分の件 

当期における剰余金の処分については、次のとおりといたしたく存じます。 

高速道路事業に係る利益については、将来の道路資産賃借料の確実な支払いを

始めとする的確な事業運営に備えるための「高速道路事業積立金」に積み立てたいと

存じます。なお、地方公共団体等が管理するロッキング橋脚を有する跨道橋の耐震対

策のために会社が負担した費用のうち、工事が完了した額を「跨道橋耐震対策積立

金」から取り崩して処理することとしたいと存じます。 

関連事業に係る利益については、将来投資への備えなど財務基盤強化のために

別途積立金として積み立てたいと存じます。 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成１６年法律第１００号）第１２条

第１項第８号の規定に基づく、会社の経営努力による費用の縮減を助長するための助成

金に係る利益については、繰越利益剰余金といたしたく存じます。 

 

 

【剰余金の処分に関する事項】 
 

（１） 増加する剰余金の項目及びその額 

高速道路事業積立金        9,111,821,933 円 
別途積立金            1,164,011,572 円 

（２）減少する剰余金の項目及びその額 

跨道橋耐震対策積立金        1,804,788,429 円 

繰越利益剰余金       8,471,045,076 円 

 

（注）安全対策・サービス高度化積立金の取崩しを行う場合は取締役会の決議によります。 
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第２号議案 取締役７名の選任の件 
 

取締役全員７名は、第１５回定時株主総会終結の時をもって任期満了

となりますので、取締役７名の選任をお願いするものであります。 

取締役候補者は、次のとおりであります。 

  

2



 

（注）1.取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 
2.種村均氏は、会社法第２条第１５号に定めのある社外取締役候補者です。 
3.候補者種村均氏は、株式会社ノリタケカンパニーリミテド代表取締役副社長、代表取締役社長、代表
取締役会長などを歴任されたことにより培われた豊富な経験と幅広い識見から、当社の社外取締役に
適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。 

4.候補者種村均氏の選任が承認された場合、当社は、種村均氏との間で、会社法第 427 条第１項の規定
に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は、法令が規定する額といたします 

候補者 
番号 

氏名 
（生年月日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 

所有する当
社株式の数 

1  

種村
たねむら

 均
ひとし

 

（昭和 23 年 3 月 27 日生） 

昭和 46年 4月 

平成 12 年 6月 

平成 15 年 4月 

平成 16 年 4月 

平成 16 年 6月 

平成 18 年 4月 

平成 19 年 6月 

平成 20 年 4月 

平成 20 年 6月 

平成 25 年 6月 

平成 30 年 6月 

日本陶器株式会社（現株式会社ノリタケカンパニーリミテド）入社 

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 取締役 財務部長 

同 取締役 総務部・人事部担当、財務部長 

同 常務取締役 総務部・人事部・財務部 担当 

同  常務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 

同  専務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 

同  取締役副社長 社長補佐、管理部門統括 

同  代表取締役 副社長 社長補佐 

同 代表取締役 社長 

同 代表取締役 会長 

同 相談役（現） 

0 株 

2 
宮
みや

池
いけ

 克人
よしひと

 

（昭和 21 年 9 月 5 日生） 

昭和 46 年 4月 

平成 13 年 6月 

平成 15 年 6月 

平成 17 年 6月 

平成 19 年 6月 

 

平成 20 年 6月 

平成 23 年 6月 

平成 25 年 6月 

平成 26 年 6月 

平成 31 年 4月 

中部電力株式会社入社 

同 取締役 土木建築部長 

同 取締役 発電本部土木建築部長 

同  常務取締役執行役員 情報システム部統括、環境･立地本部長 

同  代表取締役副社長執行役員 資材部分担、情報システム部統括、 

環境･立地本部長 

同  代表取締役副社長執行役員 情報システム部統括、環境･立地本部長 

同  代表取締役副社長執行役員 情報システム部統括、発電本部長 

同  顧問 

当社代表取締役社長 ＣＥＯ兼ＣＯＯ(現) 

中部電力株式会社 特別嘱託（現） 

0 株 

 

3 
増田
ま す だ

 優一
ゆういち

 

（昭和 26 年 11 月 27 日生） 

昭和 50年 4月 

平成 16 年 7月 

平成 18 年 7月 

平成 19 年 7月 

平成 20 年 7月 

平成 21 年 7月 

平成 22 年 8月 

平成 25 年 8月 

平成 26 年 7月 

平成 26 年1 2月 

平成 28年 6月 

 

平成 30 年 6月 

建設省(現国土交通省)入省 

国土交通省道路局次長 

内閣府政策統括官（防災担当） 

国土交通省都市・地域整備局長 

同省大臣官房長 

同省総合政策局長 

国土交通審議官 

国土交通事務次官 

国土交通省顧問 

東京海上日動火災保険株式会社 顧問 

当社代表取締役専務執行役員 総務本部長 

兼 倫理・法令遵守担当（ＣＣＯ）兼 グル－プＣＣＯ 

同 代表取締役副社長執行役員 総務本部長 

兼 倫理・法令遵守担当（ＣＣＯ）兼 グル－プＣＣＯ（現） 

 
0 株 

 

4 
藤井
ふ じ い

 元生
も と お

 

（昭和 34 年 1 月 1 日生） 

昭和 58 年 4月  

平成 23 年 7月  

平成 25 年 8月  

平成 27 年 7月 

平成 28 年1 0月 

平成 30年 6月 

建設省（現国土交通省）入省 

同 北海道局地政課長 

名古屋高速道路公社副理事長 

国土交通省九州地方整備局副局長 

株式会社建設資源広域利用センター常務取締役 

当社取締役常務執行役員 技術・建設本部長（現） 

 
0 株 

 

5 源
げ

島
じま

 良一
りょういち

 

（昭和 35 年 2 月 8 日生） 

昭和 59年 4月 

平成 24年10月 

平成 26年 1月 

平成 28年 6月 

 

平成 30年 6月 

日本道路公団 入社 

当社 建設事業本部 事業調整担当部長 

同 執行役員 金沢支社長 

同 執行役員 東京支社長 

兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 

同 取締役常務執行役員 保全企画本部長（現） 

 
0 株 

 

6 布目
ぬ の め

 弘司
ひ ろ し

 

（昭和 32 年 7 月 23 日生） 

昭和 57年 4月 

平成 25 年 9月 

平成 26 年 6月 

平成 28 年 6月 

平成 30 年 6月 

日本道路公団入社 

当社 企画本部 経営企画部 グループ管理担当部長 

同 総務本部 経理部長 

同  執行役員 総務本部 人事部長 

同 取締役常務執行役員 関連事業本部長（現） 

0 株 

 

7 
近藤
こんどう

 清久
きよひさ

 

（昭和 34 年 2 月 10 日生） 

昭和 59年 4月 

平成 23 年 7月 

平成 24 年 7月 

平成 27 年 6月 

平成 30 年 6月 

令和元年 6 月 

日本道路公団入社 

当社 関連事業本部 担当部長 

同 企画本部 経営企画部長 

同  執行役員 名古屋支社長 

同 常務執行役員 名古屋支社長 

同 取締役常務執行役委員 経営企画本部長 

兼 情報セキュリティ統括担当（ＣＩＳＯ）兼グループＣＩＳＯ（現） 

 
0 株 
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